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①非常用海水系ポンプ 

 

１号機から６号機は海水を利用することで፣უ熱の除去を行う構造になっている。ま

た、一部の空冷式を除き、非常用Ｄ㧛㧳も海水を利用して機関の冷却を行う構造である。

このため、海水を取り込むための非常用海水系ポンプ1が海側エリアに設置されている。 

これらの非常用海水系ポンプを設置している海側エリアの敷地高さは1.2.㧗４㨙であ

り、津波高さの評価結果を踏まえ、津波の高さ５．４～６．１㨙に対して機能を確保で

きるよう対策を⻠じていたものの、津波はそれを大に超えるものであったことからこ

れらのポンプのモータは水し、系統の機能を喪失した。 

 

なお、屋外海側エリアに設置されている非常用海水系ポンプ設備については、設備点

検用クレーンの倒უ、ṫ流物のⴣ突等によるポンプならびに付ዻ機器の損傷、モータゲ

受ẢṖᴤへの海水のᷙ入が確認されたものもあったが、

点検中で取り外していた４号機のᱷ⇐熱除去海水系ポン

プ（Ａ、Ｃ）を除き、いずれも津波を受けた後もᝪ付場

所に自立しており、ポンプ本体が流出したものはなかっ

たなど、非常用海水系ポンプのゎ体の機᪾的損傷は限定

的であった。例えば、６号機のＤ㧛㧳（６Ａ）冷却用の

海水ポンプは平成２３年３月１８日時点で特段のୃ理を

行わずに起動することができたことから、その後の平成

２３年３月１９日、Ｄ㧛㧳（６Ａ）を起動することができ

た。                 【添付７－２】 

 

②非常用ディーゼル発電機 

 

主要建屋エリア全域が津波の浸水を受け、建屋への浸水が生じた結果、建屋内の電気

品の機能喪失が生じた。 

５号機及び６号機の水冷式非常用Ｄ㧛㧳（Ｄ㧛㧳（５Ａ）、Ｄ㧛㧳（５㧮）、Ｄ㧛㧳   

（６Ａ）及び高圧炉心スプレイ系Ｄ㧛㧳）本体は被水を免れたが、１号機から４号機の

水冷式の非常用Ｄ㧛㧳本体はすべて被水により停止している。被水しなかった５号機及

び６号機の水冷式非常用Ｄ㧛㧳も、非常用海水系ポンプ等が機能喪失したため運転する

ことができず、結果として、水冷式の非常用Ｄ㧛㧳はすべて停止した。 

一方、２号機のＤ㧛㧳（２㧮）、４号機のＤ㧛㧳（４㧮）及び６号機のＤ㧛㧳（６㧮）

は空冷式の非常用Ｄ㧛㧳であり、これらについては非常

用海水系ポンプがないため津波による冷却系への影響

はなかった。Ｄ㧛㧳（２㧮）及びＤ㧛㧳（４㧮）につい

ては、４号機原子炉建屋の南西にある運用補助共用施設

（共用プール建屋）に設置しており、非常用Ｄ㧛㧳本体

に浸水被害がなかったものの、運用補助共用施設（共用

プール建屋）地下の電気品室が浸水被害を受け、非常用

Ｄ㧛㧳の電源⋚が水ᴚし機能を喪失した。 

 

                                            
1非常用海水系ポンプ設備は、格納容器冷却海水系ポンプ、ᱷ⇐熱除去海水系ポンプ、非常用Ｄ㧛㧳海水ポンプをいう。 

１号機格納容器冷却海水系ポンプ

被水した１号機Ｄ㧛㧳（１㧮）


